
　　　　　　　主　　　文
一　被告Ａ及び参加人の控訴に基づき，原判決主文第二項及び第三項を次のとおり
変更する。
１　原告らの本件訴えのうち，被告Ａに対して平成７年度の登記測量業務等委託契
約に基づく公金支出に係る損害賠償を求める部分（原判決別表（１）の⑦）を却下
する。
２　被告Ａは，京都府に対し，２４３６万９９９８円及びこれに対する平成９年１
０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
二　本件附帯控訴をいずれも棄却する。
三　原告らと被告Ａ及び参加人との間に生じた訴訟費用（参加によって生じた費用
を含む。）は，第１，２審を通じてこれを３０分し，その１を被告Ａ及び参加人の
負担とし，その余を原告らの負担とする。
四　この判決は，主文第一項２に限り，仮に執行することができる。
　　　　　　　事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴の趣旨
１　原判決中，被告Ａ敗訴部分を取り消す。
２　原告らの被告Ａに対する請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用は，参加費用も含め，第１，２審とも原告らの負担とする。
二　控訴の趣旨に対する答弁
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は，被告Ａ及び参加人の負担とする。
三　附帯控訴の趣旨等
１　原判決主文第二項及び第三項を次のとおり変更する。
２　被告Ａは，京都府に対し，７億７１０８万３７３４円及びこれに対する平成９
年５月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　訴訟費用は，参加費用も含め，原告らと被告Ａ及び参加人の間においては，第
１，２審とも被告Ａ及び参加人の負担とする。
４　第２項につき仮執行宣言
四　附帯控訴の趣旨等に対する答弁
１　本件附帯控訴をいずれも棄却する。
２　附帯控訴費用は，原告らの負担とする。
第二　事案の概要
一　本件は，京都府（以下「府」という。）の住民である原告らが，平成７年度及
び平成８年度において府知事の地位にあった被告Ａに対し，府が，平成７年に，公
共土木事業用地の取得に伴う登記，測量及び調査等の業務を，それまでの個別契約
による方式を変更し，土地家屋調査士の団体，司法書士の団体及び測量業者（測量
士）の団体に対して包括的に委託したことについて，①本来は，個別の事業ごとに
入札を経た上での個別の業者との契約によるべきであるにもかかわらず，随意契約
の方法により，上記の各業者団体に，あらかじめ１年度分の業務を一括委託する旨
の各委託契約を締結したものであり，②また，委託代金についても，実際には実施
されない作業工程分も含めて一律に１６の作業工程があるものとして算定された高
額なものであるから，財務会計法規上違法な支出負担行為に該当し，被告Ａは，故
意又は過失により，権限の委任を受けた吏員が上記行為をすることを阻止しなかっ
たと主張するなどして，平成１４年３月３０日法律第４号による改正前の地方自治
法（以下「法」という。）２４２条の２第１項４号前段に基づき，府が被った損害
として，平成７年度及び平成８年度に支出された委託料のうち上記の各一括委託契
約の締結により上記の３団体が中間取得することとなった「業務受託分担金」の総
額に相当する金額及び実際には実施されなかった作業工程分への支出金の総額に相
当すると推認される金額並びにこれらに対する遅延損害金を府に支払うことを求め
た住民訴訟である。
　なお，原審において，参加人が，法２４２条の２第６項，行政事件訴訟法４３条
３項，４１条１項により準用される同法２３条に基づき，被告Ａのため訴訟参加し
た。
　原判決は，被告Ａに対して，府に１億１５４８万９５７７円及びこれに対する平
成９年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を命じたた
め，被告Ａ及び参加人が本件控訴を提起し，原告らが本件附帯控訴を提起した。



　なお，原告らは，原審において，平成７年度及び平成８年度において府土木建築
部長であった被告Ｂ，宮津土木事務所長であった被告Ｃ並びに同土木事務所の出納
員の職に充てられた職員であった被告Ｄ及び同Ｅに対しても，同様に損害賠償の支
払を求めたが，原判決は，被告Ｂに対する訴えを却下し，被告Ｃ，同Ｄ及び同Ｅに
対する請求をいずれも棄却したところ，原告ら及び被告Ｂが控訴を提起しなかった
ため，上記各請求に関する部分は原判決が確定した。
二　前提事実
　当事者間に争いのない事実並びに本件各証拠（甲１ないし２０，乙１ないし３，
丙１ないし９７〔枝番をいずれも含む。〕，証人Ｆ，同Ｇの各証言，調査嘱託の各
結果）及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実は，次のとおり付加，訂正等
するほかは，原判決４頁９行目から１６頁２行目までに記載のとおりであるから，
これを引用する。
１　４頁１３行目から５頁４行目まで，５頁２１行目の「代表者理事長Ｈ」，同２
３行目の「代表者理事長Ｉ」，同２４行目の「代表者会長Ｊ」を各削る。
２　６頁３行目の「締結した」の前に「それぞれ」を加え，同４行目の「京都府設
置条例」を「京都府部制設置条例（昭和３１年京都府条例第５３号。丙６２）」
と，同１０行目から１１行目にかけての「別途委託契約」を「別途委託契約書」
と，同１５行目の「別表（５）」を「原判決別表（５）」と各改める。
３　７頁６行目の「別表（１）」を「原判決別表（１）」と，同１０行目の「とい
う。」から同１２行目末尾までを「といい，そのうち宮津土木事務所を通じての委
託契約を「本件７年度宮津契約」という。また，このように各土木事務所等ごとに
発生する１年分の登記測量業務等を一括して委託する方式のことを，「一括委託方
式」ということがある。）。」と，同８頁２５行目の「という。」から同９頁２行
目末尾までを「と，そのうち宮津土木事務所を通じての委託契約を「本件８年度宮
津契約」といい，本件７年度宮津契約と本件８年度宮津契約を併せて「本件宮津契
約」という。）。」と各改める。
４　９頁１５行目から１６行目にかけての「（司法書士法１４条）」を「（平成１
４年法律３３号による改正前の司法書士法（以下「司法書士法」という。）１４
条）」と，同１０頁２行目の「（土地家屋調査士法１４条）」を「（平成１４年法
律３３号による改正前の土地家屋調査士法（以下「土地家屋調査士法」という。）
１４条）」と各改める。
５　１２頁１３行目から１４行目にかけての「別表（２）」を「原判決別表
（２）」と，１３頁１８行目及び同２４行目の各「別表（１）」をいずれも「原判
決別表（１）」と各改め，同行目から２５行目にかけての「業務実施箇所」から１
４頁２行目末尾までを削り，同１１行目及び同１８行目の各「別表（１）」をいず
れも「原判決別表（１）」と改め，同１９行目の「業務実施箇所」から同２０行目
末尾までを削り，同末行及び１５頁９行目の各「司法書士会」をいずれも「司法書
士協会」と改め，同１６行目の「甲９」の次に「，甲１０」を加える。
三　争点について
　原判決１６頁４行目から同２５行目までに記載のとおりであるから，これを引用
する。ただし，原判決１６頁５行目の「司法書士会」を「司法書士協会」と，同７
行目の「工程分」を「作業工程分」と，同１４行目の「工程」を「作業工程」と，
同２１行目の「被告らは，」から同２２行目の「いえるのか」までを「被告Ａは，
本件各委託契約の締結及び本件各支出を阻止すべき義務に違反したものであるか」
と各改める。
四　争点に関する当事者の主張
　次のとおり付加，訂正等するほかは，原判決１７頁１行目から２４頁２５行目ま
でに記載のとおりであるから，これを引用する。
１　１７頁２行目の「被告ら」を「被告Ａ」と，同２２行目の「予算決算審議」を
「予算，決算審議」と，同末行の「被告ら参加人」を「参加人」と各改める。
２　１８頁１４行目から１５行目にかけての「法施行令」を「地方自治法施行令
〔以下「法施行令」という。〕」と，１９頁２行目の「被告ら」を「被告Ａ」と各
改め，同１２行目の「第１項２号」の次に「に定める」を加える。
３　２０頁１８行目の「（１）」を削り，同１９行目の「本件土木事務所等の長や
その余の被告ら」を「土木建築部長及び本件土木事務所等の長ら」と改め，同２２
行目から同２１頁１２行目までを削る。
４　２１頁１３行目及び同１４行目を次のとおり改める。
「（被告Ａの主張）



　府が公共土木事業用地として取得する不動産についての登記測量業務等は，土木
事務所の長等に権限委任されており（京都府地方振興局の長等に権限を委任する規
則（昭和３１年京都府規則第７号）第２条），知事は，公所の予算執行関係事務に
ついて，公所に対する配当の予算の範囲内で契約等支出負担行為及び支出命令を行
うことを，公所の長に対して委任している（京都府会計規則（昭和５２年京都府規
則第６号）第５条）。
　したがって，登記測量業務等の委託契約の締結及びこれに基づく委託料の支払は
全て土木事務所の長等の権限で行われ，知事が決裁することはない。
　また，土木事務所等に対する予算配当は，土木建築部長の権限で行われているか
ら（京都府会計規則２４条，２５条），知事は事後的に予算執行の具体的内容を知
る機会もない。
　被告Ａは，府の政策を遂行し知事の職務を執行する過程において，部下の話など
から，多数の公共事業に伴う公共用地取得に関する大量の事務処理のため，登記測
量業務等を民間の公益法人に業務委託する方式が採用されたことを知っていたが，
府の組織上，登記測量業務等の委託契約に関する報告がされることはなく，本件協
定及び本件各委託契約の締結，具体的な内容並びにその執行状況については，全く
知らなかった。
　登記測量業務等を本件各委託契約により本件２団体及び京測協又は用測協に委託
する方式が財務会計上の法規に違反しているか否かは，その委託契約の具体的な内
容や現実の実施状況を詳細に検討しなければ判断できないものである。知事が法令
に基づいて部下に権限委任している場合は，知事は，特段の事情がない限り，具体
的な実施状況等を調査する義務を負わない。
　したがって，被告Ａは，財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に
違反し，故意又は過失によって補助職員又は吏員が財務会計上の違法行為をするこ
とを阻止しなかったとはいえない。」
５　２２頁２行目から同５行目までを削り，同６行目の「ウ」を「イ」と改め，同
１０行目から同１３行目までを削り，同１５行目の「別表（３）」を「原判決別表
（３）」と，同行目の「別表（４）」を「原判決別表（４）」と各改める。
６　２３頁２行目の「別表（３）」を「原判決別表（３）」と，同１８行目の「別
表（４）」を「原判決別表（４）」と各改める。
７　２４頁４行目末尾の次に改行して，次のとおり加える。
「（３）　委託価格については，「公共測量に関する業務委託費積算基準及び標準
歩掛表」等に基づき積算した額に０．９を乗じて減額した上で決定されているが，
これは，競争入札においては入札予定価格を下回る価格で入札されることが通常で
あることを考慮したものであって，実施されない作業工程を意識したものではな
い。したがって，上記の減額がされていることをもって，実際には実施されなかっ
た作業工程分の支出が損害に当たらないということはできない。」
８　２４頁５行目の「被告ら」を「被告Ａ」と，同６行目の「原告」を「原告ら」
と，同１９行目の「なお，別表（６）のとおり，」を「原判決別表（６）のとお
り，」と，同２４行目の「原告」を「原告ら」と各改める。
第三　当裁判所の判断
一　原告らの，実際には実施されなかった作業工程分の委託料に係る損害賠償請求
の追加が，監査請求期間を徒過したものであって不適法であるか否か及び本件協定
が財務会計上の行為に該当するか否かについては，原判決２５頁１行目から２６頁
１行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，２５頁１行目の
「被告ら」を「被告Ａ」と，同行目の「本件訴訟係属中」を「原審係属中」と，同
１５行目の「法２４２条２項」を「法２４２条の２第２項」と各改め，同１８行目
の「「主位的請求」」の次に「，」を加え，同１９行目から２０行目にかけての
「第一　当裁判所の求めた裁判（原告らの請求）」を「第一　当事者の求めた裁
判」と改める。
二　争点①について
１　法２４２条２項本文は，普通地方公共団体の執行機関，職員の財務会計上の行
為は，たとえそれが違法，不当なものであったとしても，いつまでも監査請求ない
し住民訴訟の対象となり得るものとしておくことは法的安定性を損ない好ましくな
いとして，監査請求の期間を定めている。しかし，当該行為が普通地方公共団体の
住民に隠れて秘密裡にされ，１年を経過してから初めて明らかになった場合等にも
その趣旨を貫くのは相当でないことから，同項ただし書は，「正当な理由」がある
ときは，例外として，当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過した後で



あっても，普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるようにしている
のである。
　そして，上記のように当該行為が秘密裡にされた場合には，同項ただし書にいう
「正当な理由」の有無は，特段の事情のない限り，普通地方公共団体の住民が相当
の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどう
か，また，当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求
をしたかどうかによって判断すべきものである。そして，当該行為が秘密裡にされ
た場合に限らず，普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くして
も客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ること
ができなかった場合には，上記の趣旨を貫くのは相当でないというべきである。
　したがって，そのような場合には，上記「正当な理由」の有無は，特段の事情の
ない限り，普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみ
て上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当
な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである（最高裁判所第
二小法廷昭和６３年４月２２日判決・裁判集民事１５４号５７頁，同裁判所第三小
法廷平成１４年９月１７日判決・裁判集民事２０７号１１１頁参照）。
２　ところで，普通地方公共団体の住民に要求される相当の注意力の程度とは，前
記のような法２４２条２項の規定の趣旨からすれば，マスコミによる報道や普通地
方公共団体の広報誌によって受動的に知った情報等だけに注意を払っていれば足り
るものではなく，住民であれば誰でも知り得る状態に置かれた情報については，情
報公開条例に基づく公開請求をするなどして，積極的に調査することが要求される
ものと解するのが相当である。
３　これを本件についてみるに，証拠（丙２，丙４７～４９，丙５１，丙６１）及
び弁論の全趣旨によれば，平成７年２月京都府議会定例会議案（丙４７），平成７
年２月京都府議会定例会予算に関する説明書（丙４８），平成７年２月京都府議会
定例会会議録（丙４９）及び平成７年度京都府歳入歳出決算事項別明細書（丙５
１）については，府の住民に対し公開されているか又は府の情報公開条例に基づき
入手することが可能であったこと，平成７年度分の府の各土木事務所等における公
金支出の明細については，平成８年５月ころに，各工事の資料に基づきまとめられ
た「登記測量業務委託計画（精算）台帳」が整理され，閲覧可能な状態に置かれた
こと，府の住民から本件各委託契約に基づく委託実績について情報公開請求がされ
た場合は，府は，上記「登記測量業務委託計画（精算）台帳」をもとに作成された
委託実績の一覧表（丙２の２頁目。原告らが情報公開請求により取得し，訴状別紙
として添付したものと同一である。）を作成し，その写しを交付したこと，府の住
民から情報公開請求がされてから，府が上記一覧表を作成し，府の住民に対して写
しを交付するまでに約１か月半を要すること，府の住民は，上記一覧表を検討すれ
ば，容易に本件各委託契約の存在及びその内容を知り得たことが認められる。
４　してみると，特段の事情の認められない本件においては，府の住民が，相当の
注意力をもって調査すれば，遅くとも，平成７年度分の「登記測量業務委託計画
（精算）台帳」が整理されてから２か月を経過した平成８年７月末日までには，客
観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件各委託契約の存在及びその内容を知
ることができる状態になったというのが相当である。
　しかるに，前記のとおり，原告らが本件監査請求をしたのは，これより約１１か
月後の平成９年６月２６日であるから，上記の知ることができる状態になった日か
ら相当な期間内に監査請求をしたということはできない。
５　したがって，本件７年度各契約及び本件７年度各支出に係る本件監査請求の期
間徒過について，原告らに法２４２条２項ただし書にいう「正当な理由」があると
はいえず，本件訴えのうち，平成７年度の登記測量業務等委託契約に基づく公金支
出に係る損害賠償を求める部分は，適法な監査請求を経たものではないから，不適
法な訴えであって却下を免れない。
　なお，本件８年度各契約及び本件８年度各支出に係る損害賠償請求については，
監査請求期間を徒過したという事情はないので，争点②以下について判断する。
三　争点②について
１（１）　普通地方公共団体が，司法書士，土地家屋調査士及び測量業者（以下，
併せて「司法書士等」ということがある。）との間で，登記測量業務等に係る委託
契約を締結するに当たって，具体的な契約内容をどのようにすべきかについて定め
た法令は存在しない。
　したがって，具体的な契約内容については，登記測量業務等を委託する普通地方



公共団体の長又はその権限の委任を受けた者（以下，併せて「契約担当者」という
ことがある。）の裁量に委ねられており，その判断が著しく合理性を欠き，裁量権
の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用するものであると認められる場合にのみ，当該委
託契約の締結が違法となるものと解するのが相当である。
（２）　そこで，契約担当者が，各土木事務所等ごとに，１年分の登記測量業務等
を一括して委託する一括委託方式を採用したことが，前記裁量権の範囲を逸脱し又
は裁量権を濫用し違法であるといえるか否かについて検討する。
ア　地方財政法４条１項は，「地方公共団体の経費は，その目的を達成するための
必要且つ最少の限度をこえて，これを支出してはならない。」と定めている。ま
た，法２条１４項は，「地方公共団体は，その事務を処理するに当っては，住民の
福祉の増進に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければ
ならない。」と規定し，法２３２条の３は，「普通地方公共団体の支出の原因とな
るべき契約その他の行為（これを支出負担行為という。）は，法令又は予算の定め
るところに従い，これをしなければならない。」と規定している。そして，支出負
担行為の中の契約の締結について，法２３４条は，「売買，貸借，請負その他の契
約は，一般競争入札，指名競争入札，随意契約又はせり売りの方法により締結する
ものとする。」（１項）と規定した上で，「前項の指名競争入札，随意契約又はせ
り売りは，政令で定める場合に該当するときに限り，これによることができる。」
（２項）と規定し，これを受けて，法施行令１６７条の２第１項は，「地方自治法
第２３４条第２項の規定により随意契約によることができる場合は，次の各号に掲
げる場合とする。１　（省略）。２　不動産の買入れ，普通地方公共団体が必要と
する物品の製造，修理，加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他
の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。３ないし７　
（省略）」と定めており，普通地方公共団体がある業務の委託契約を締結する場合
には，一般競争入札によるのが原則であり，随意契約の方法により契約を締結する
ことができるのは，政令（法施行令）で定める場合に該当する例外的なときに限定
されることを明らかにしている。
イ　ところで，府のように規模の大きい普通地方公共団体の契約担当者が，登記測
量業務等について一括委託方式を採用した場合は，その場所的範囲を各土木事務所
等ごとに分割しても，委託の対象となる登記測量業務等は大量になることから，委
託を受ける司法書士等は，大量の登記測量業務等を処理することができる規模の者
におのずと限定され，本件２団体及び用測協（以下，併せて「本件３団体」とい
う。）に加入していない個々の司法書士等が登記測量業務等の委託を受ける途は，
事実上失われることになる（なお，本件は，平成１４年法律第３３号による司法書
士法及び土地家屋調査士法の改正以前であるから，司法書士法人や土地家屋調査士
法人はいまだ存在しない。）。
　そうすると，一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）を実
施することは事実上不可能になり，府は，本件３団体との間で，随意契約の方法に
より委託契約を締結するほかないから，本件３団体と本件３団体に加入していない
司法書士等との間，さらには本件３団体に加入している司法書士等相互間において
競争原理は働かないことになる。
　これに対し，登記測量業務等を，具体的，個別的な業務等が生じるごとに，実施
場所や実施時期を分けて個別的に委託する方式（以下「個別委託方式」ということ
がある。）を採用した場合は，本件３団体に加入していない司法書士等も委託を受
けることができるものと考えられるから，府は，一般競争入札の方法か，少なくと
も指名競争入札の方法により，相手方となる司法書士等を選定して，委託契約を締
結することが可能である。けだし，府においても，現在は予定価格が２５０万円を
超える登記測量業務等については，指名競争入札の方法により委託契約が締結され
ているし，他の普通地方公共団体においても，指名競争入札の方法により司法書士
等に対し登記測量業務等を委託することは広く行われている（丙８７，丙８９，弁
論の全趣旨）。
ウ　このように，登記測量業務等に係る委託契約を締結するに当たって，個別委託
方式を採用すれば，競争入札の方法により委託契約を締結することが可能である
が，一括委託方式を採用すれば，契約締結の方法は，事実上，随意契約に限定され
るという関係にある。
　そうすると，契約担当者が一括委託方式を採用したことが適法であるというため
には，当該契約の目的・内容に照らし，それに相応する資力，信用，技術，経験等
を有する相手方を選定し，その者との間で一括委託方式の委託契約を随意契約の方



法で締結することが，当該契約の性質に照らし，又はその目的を究極的に達成する
上でより妥当であり，ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合
理的に判断されることを要し，上記判断に合理性が認められなければ，一括委託方
式を採用したことは裁量権の逸脱又は濫用に当たるというべきである。
２　本件２団体に対する委託について
（１）　まず，前記前提事実のとおり，本件協定及び本件８年度各契約は，府が登
記測量業務等を本件３団体に委託し，本件３団体はこれを連帯して引き受けるとい
う内容であるので，府が本件３団体との間でそれぞれ委託契約を締結することがで
きるか否かについて検討する。
　証拠（丙４～８）によれば，本件協定及び本件８年度各契約においては，本件３
団体の処理する登記測量業務等の担任区分が定められていることが認められ，ま
た，証拠（丙８７，丙８９）及び弁論の全趣旨によれば，府においても，平成５年
度以前は，指名競争入札の方法により登記測量業務等の委託契約が締結されていた
し，現在も予定価格が２５０万円を超える登記測量業務等については，指名競争入
札の方法により委託契約が締結されていること，他の普通地方公共団体において
も，指名競争入札の方法により司法書士等に対し登記測量業務等を委託することは
広く行われていることが認められることからすれば，府が本件３団体との間で，そ
れぞれ各別に委託契約を締結することについて，何らかの支障があるとは認められ
ない。
　被告らは，登記測量業務等は複雑かつ困難な業務であり，一連の業務を連携して
一体的に処理する必要があり，しかも，限られた工期内において大量かつ大規模な
業務を迅速かつ的確に遂行する必要があるから，本件３団体に連携して引き受けさ
せることにより，公共事業を円滑に促進することが可能になるなどと主張するが，
被告らの上記主張は，上記認定判断に照らし，採用することができない。
（２）ア　ところで，官公署等が，公共の利益となる大規模な事業を行う場合に
は，これに伴って，大量の登記測量業務等が一時期に集中して生じることがある。
官公署等が，上記の大量の登記測量業務等を自ら行うことは不可能であり，専門資
格者である司法書士又は土地家屋調査士を関与させる必要がある。しかし，一人の
司法書士や土地家屋調査士が，上記の大量の登記測量業務等を処理することはでき
ないから，多数の司法書士や土地家屋調査士が組織的に処理に当たることによっ
て，適正かつ迅速な登記測量業務等の実施が可能になる。
　このような観点から，司法書士法は，司法書士は，その専門的能力を結合して，
官公署等による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に
寄与することを目的として，公共嘱託登記司法書士協会と称する社団法人を設立す
ることができ（１７条の６第１項），公共嘱託登記司法書士協会は，上記目的を達
成するため，官公署等の嘱託を受けて，不動産の権利に関する登記につき登記手続
等の事務を行う（１７条の７第１項）ものとされている。また，土地家屋調査士法
も，土地家屋調査士は，同様に，公共嘱託登記土地家屋調査士協会と称する社団法
人を設立することができることなどを定めている（１７条の６第１項等。以下，公
共嘱託登記司法書士協会及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会を，併せて「公嘱２
協会」という。）。
　（丙８２，丙８５，丙９０の１・２，丙９４の１～７）
イ　公嘱２協会は，いずれも，司法書士又は土地家屋調査士が加入しようとすると
きは，正当な理由がなければ，その加入を拒むことができず（司法書士法１７条の
６第４項，土地家屋調査士法１７条の６第４項），法務大臣の監督に服し（民法６
７条），法務局又は地方法務局の長は，その管轄区域内に設立された公嘱２協会の
業務の適正を確保するため必要があると認めるときは，公嘱２協会の業務状況を調
査する権限を有する（平成１５年法務省令第２７号による改正前の司法書士法施行
規則３９条，平成１５年法務省令第５９号による改正前の土地家屋調査士法施行規
則３９条）ことが定められている。
　本件２団体は，いずれも，これらの規定に基づき設立された社団法人である（丙
６４，丙６９）。
ウ　公嘱２協会は，官公署等から公共嘱託登記事件を受託した場合は，その事件の
性質，規模，不動産の所在地等を考慮して，その事件の処理に必要な事務を取り扱
う司法書士又は土地家屋調査士を選定し，その者にその事務を委託する。
（３）　前記（２）のとおり，公嘱２協会の設立の趣旨は，大量の登記測量業務等
を適正かつ迅速に実施することにあることからすれば，官公署等が，公嘱２協会に
対し，大量の登記測量業務等を一括して委託することは，上記趣旨に適った合理的



な方法であるというべきであるから，普通地方公共団体が，公嘱２協会に対し，登
記測量業務等を委託するに当たって，一定の範囲及び期間内に行われる登記測量業
務等を一括して委託する契約を締結することは，司法書士法及び土地家屋調査士法
の趣旨に照らして，是認することができると解される。これに加えて，証拠（丙８
９）によれば，京都府以外にも多数の普通地方公共団体が，登記測量業務等を公嘱
２協会に一括委託していることが認められる。
　したがって，契約担当者が，本件２団体に対して登記測量業務等を委託すること
を前提にして，一括委託方式を採用した判断に合理性がないということはできず，
一括委託方式を採用したことは裁量権の逸脱ないし濫用に当たらない。
（４）ア　確かに，一括委託方式を採用した場合は，前記のとおり，本件２団体と
本件２団体に加入していない司法書士及び土地家屋調査士との間，さらには本件２
団体に加入している司法書士及び土地家屋調査士相互間において競争原理は働かな
いことになる。しかし，このことは，司法書士法及び土地家屋調査士法が当然に予
定したことであるから，このことをもって，本件２団体に対する一括委託がいわば
丸投げであるとか，官製の談合であって違法であるということは相当ではない。
イ　また，前記前提事実のとおり，京都地方法務局の管轄区域内に事務所を有する
司法書士又は土地家屋調査士のうち，司法書士協会に加入している司法書士の割合
は約４割であり，調査士協会に加入している土地家屋調査士の割合は約６割である
が，前記のとおり，本件２団体は，いずれも，正当な理由がなければ司法書士又は
土地家屋調査士の加入を拒むことができないのであるから，本件２団体に対し登記
測量業務等を一括委託することは，未加入者を公共嘱託登記測量業務等から排除す
ることにはつながらず，これをもって本件２団体に対する一括委託を違法とするこ
ともできない。
ウ　さらに，本件２団体が個別の業務を担当する司法書士や土地家屋調査士を選定
するため，本件２団体内において，上記選定を担当する者が不公平な選定を行うお
それがあることは否定できないが，このことは，前記のとおりの法務大臣による監
督等の手段により是正すべき問題であって，これをもって本件２団体に対する一括
委託が違法になるというものではない。
（５）　また，以上によれば，府が，本件２団体に対し，登記測量業務等の一括委
託をすることは，「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」（法
施行令１６７条の２第１項２号）に該当するといえるから，府が本件２団体との間
で随意契約の方法により本件各委託契約をしたことについても，違法であるとはい
えない。
３　用測協に対する委託について
（１）ア　一方，前記前提事実によれば，用測協は，府内に本店又は本社を有する
測量業者の任意加入の社団法人である京測協の内部に設けられた任意団体であり，
平成８年当時，約６０業者が加入していた。用測協は，本件２団体と異なり，平成
８年当時は法人格がなく（ただし，平成９年４月１日に社団法人の設立認可を受け
た。），その設立について法令上の根拠は存在せず，その業務が適正に行われてい
るか否かについて公的機関が監督する態勢は採られていなかった。
イ（ア）　被告らは，登記測量業務等は複雑かつ困難な業務であり，密接に関連す
る一連の業務を連携して一体的に処理する必要があり，しかも，限られた工期内に
おいて大量かつ大規模な業務を迅速かつ適正に遂行する必要があるから，そのため
には，本件３団体に連携して引き受けさせることにより，要求される技術水準，経
験，能力及び信用等を確保し，かつ，業者間の相互協力を図ることが相当であると
主張する。
　しかし，前記のとおり，府においても，平成５年度以前は，指名競争入札の方法
により登記測量業務等の委託契約が締結されていたし，現在も予定価格が２５０万
円を超える登記測量業務等については，指名競争入札の方法により委託契約が締結
されていること，他の普通地方公共団体においても，指名競争入札の方法により司
法書士等に対し登記測量業務等を委託することは広く行われていることが認められ
る一方，用測協に加入している測量業者が加入していない測量業者に比べて資力，
信用，技術及び経験等その能力が優れているとか，用測協に加入していない測量業
者と本件２団体に加入している司法書士又は土地家屋調査士との間において相互協
力が阻害されるというべき具体的な事情があることを認めるに足りる的確な証拠は
ない（証人Ｆの証言及びＦ，Ｋ及びＬ作成の各陳述書（丙４４，丙８７，丙９７）
中には，本件３団体に加入している司法書士等が連携して登記測量業務等を行うこ
とにより，一連の登記測量業務等を迅速かつ効率的に行うことができるという趣旨



の部分があるが，これらは，司法書士及び土地家屋調査士との連携に関して，用測
協に加入している測量業者と加入していない測量業者との間で，どのような優劣が
あるかについての具体的な根拠を挙げるものではないから，上記認定判断を左右す
るに足りるものではない。）。
　被告らの上記主張は，採用することができない。
（イ）　また，被告らは，各土木事務所等の１年分の登記測量業務等を一括して委
託することにより，府において，競争入札の手続等に要する費用，労力及び時間が
節減されたと主張する。
　しかし，一般に，競争入札は，随意契約に比べて費用，労力及び時間を要するも
のである（公知の事実）にもかかわらず，法があえて一般競争入札を原則としてい
ることに照らせば，上記費用，労力及び時間の節減だけを根拠に随意契約の方法を
選択することは，契約に係る予定価格が少額であるなど競争に付する必要が乏しい
場合等を除き，許容されるものではないと解すべきである。
　被告らの上記主張は，採用することができない。
ウ　なお，平成８年当時，府以外に，測量業者の任意団体に対し，登記測量業務等
を一括委託する方式を採用していた普通地方公共団体が存在したことを認めるに足
りる証拠はなく，かえって，証拠（甲９，甲１０，甲１３，丙９７）によれば，測
量業者の任意団体に対する一括委託方式は，全国的にも例をみない独自のものであ
ったことが認められる。
エ　そして，他に，用測協に対して測量業務等を一括委託することが，当該契約の
性質に照らし，又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり，ひいては当
該普通地方公共団体の利益の増進につながるというべき事情は見当たらない。
（２）　以上によれば，府が，登記測量業務等について一括委託方式を採用した上
で，随意契約の方法により用測協との間で本件各委託契約を締結し，これに基づき
用測協に対し公金を支出したことは，著しく合理性を欠くものというべきであり，
契約担当者において裁量の幅があることを考慮しても，なお裁量権の範囲を逸脱
し，ないし裁量権を濫用したものとして違法であるといわざるを得ない（以下，用
測協との間における本件各委託契約の締結及びこれに基づく用測協に対する公金支
出を，併せて「本件財務会計上の違法行為」という。）。
四　争点③について
１　普通地方公共団体の長が，その権限に属する一定の範囲の財務会計上の行為を
あらかじめ特定の吏員に委任し，上記委任を受けた吏員が委任に係る当該財務会計
上の行為を処理した場合においては，長は，上記吏員が財務会計上の違法行為をす
ることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し，故意又は過失により上記吏員が財
務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときに限り，自らも財務会計上の
違法行為を行ったものとして，普通地方公共団体に対し，上記違法行為により当該
普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当である
（最高裁判所第三小法廷平成５年２月１６日判決・民集４７巻３号１６８７頁参
照）。
２　前記前提事実のとおり，本件各委託契約は，府知事から当該土木事務所等に対
する配当の予算の範囲内で契約等の支出負担行為及び支出命令を行う権限の委任を
受けた本件土木事務所等の長が締結したものである。
　したがって，被告Ａは，本件財務会計上の違法行為の違法性を知っていたか，又
は知ることができたにもかかわらず，これを阻止しなかったときに限り，本件財務
会計上の違法行為により府が被った損害につき賠償責任を負うと解すべきである。
３　弁論の全趣旨によれば，本件協定及び本件各委託契約は，平成７年度から府に
おいて採用されたものであること，被告Ａは，制度としてその基本的な内容，すな
わち，本件土木事務所等の長が，本件３団体に対し，各土木事務所等の１年分の登
記測量事務等を，あらかじめ一括して委託し，本件３団体内部で具体的に担当する
司法書士等を選定するものであって，その性質上，競争入札が行われる余地はない
ことを了知していたことが認められる。被告Ａは，本件協定及び本件各委託契約の
締結，具体的な内容並びにその執行状況については全く知らなかった旨主張し，こ
れに沿った陳述書（乙３）を提出するが，上記陳述書は，平成１４年９月２４日の
原審第２９回口頭弁論期日における被告Ａの陳述に照らして直ちに信用できず，被
告Ａの上記主張は採用することができない。
４　してみると，被告Ａは，本件協定及び本件各委託契約の概要を了知していた以
上は，本件財務会計上の違法行為の違法性を，少なくとも知ることができたと推認
することができ，上記推認を覆すに足りる証拠はない。



　そうであるにもかかわらず，被告Ａは，権限の委任を受けた吏員が本件財務会計
上の違法行為をすることを阻止しなかったのであるから，本件財務会計上の違法行
為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し，過失により上記吏員が本件財務会計上
の違法行為をすることを阻止しなかったものであるといわざるを得ず，自ら財務会
計上の違法行為を行ったものとして，府に対し，本件財務会計上の違法行為により
府が被った損害につき賠償責任を負う。
五　争点④について
１　損害とは，加害行為がなかった場合に想定できる利益状態と，加害行為によっ
て現実に生じた利益状態をそれぞれ金銭的に評価して得られた差額である。
　したがって，府は，用測協との間の本件各委託契約の締結により，用測協に対し
て現実に支払った金額と，本件各委託契約を締結せずに競争入札を行っていれば形
成されたであろう価額との差額について損害を被ったものというのが相当である。
　ただし，財務会計上の違法行為により普通地方公共団体に損害が生じたとして
も，他方，上記行為の結果，その地方公共団体が利益を得，あるいは支出を免れる
ことによって利得をしている場合，損益相殺の可否については，両者の間に相当因
果関係があると認められる限り，これを行うことができると解すべきである（最高
裁判所第三小法廷平成６年１２月２０日判決・民集４８巻８号１６７６頁参照）。
２　業務受託分担金
（１）　前記前提事実によれば，府は，用測協に対し，平成８年度各契約に係る委
託料として６億９６２８万５６７０円を支払ったこと，平成８年度の測量業務等を
実際に担当した測量業者は，用測協に対し，それぞれが行った業務に対する報酬の
３．５パーセントに当たる業務受託分担金を支払ったことが認められる。
　そして，証拠（甲７，丙７４，丙７８～８１）及び弁論の全趣旨によれば，用測
協に加入している測量業者は，個別的な測量業務等を担当するためには，用測協に
対し上記業務受託分担金を支払わなければならず，上記業務受託分担金の支払を６
か月以上怠った場合は用測協の会員登録を取り消される場合があることが認められ
る。
（２）　そうすると，測量業者が，ある測量業務等を担当することにより得ること
ができる金額は，実質的には，府が当該業務につき用測協に対して支払った金額か
ら３．５パーセントを減じた金額であるということができるから，仮に，府が競争
入札の方法により当該業務を測量業者に委託していた場合は，府が用測協に対して
支払った金額から３．５パーセントを減じた金額で入札する測量業者が存在した蓋
然性が高いと認めるのが相当である。
　したがって，府は，競争入札を実施していれば，用測協に対して支払った本件８
年度各契約に係る委託料の３．５パーセント（上記業務受託分担金相当額）である
２４３６万９９９８円の支出を免れたと推認することができ，上記推認を覆すに足
りる証拠はないから，府は，本件財務会計上の違法行為により，上記同額の損害を
受けたということができる。
（３）ア　なお，被告らは，府は本件各委託契約の締結により，競争入札に要する
費用等を節減できたと主張し，これに沿った証拠（丙４４，丙８７，丙８８の１～
３，丙９６，丙９７）を提出するので，損益相殺の可否について検討する。
イ　仮に，本件財務会計上の違法行為がなかった場合には府が行うはずであった委
託業者の選定事務を，用測協が代行し，府が競争入札に要する費用等の支出を免れ
たとしても，府が，用測協に対し，上記選定事務に要する費用等を，本来の測量業
務等の報酬に上乗せして支払うべき法律上の根拠はないといわざるを得ない（府が
用測協に対し上記選定事務をさせる代わりに補助金を交付するという方法は考えら
れるが，本件において，補助金の交付のための所定の手続は執られていない。）。
　したがって，府が行うはずであった委託業者の選定事務を，実際には用測協が代
行したため，府が競争入札に要する費用等の支出を免れたことと，府が前記業務受
託分担金相当額の損害を受けたこととの間に相当因果関係があるとはいえないか
ら，府が，本件各委託契約の締結により，競争入札に要する費用等を節減できたと
しても，このことは損害額の算定において損益相殺の対象とすることはできないと
解すべきである。
ウ　しかも，証拠（丙８８の１～３）によれば，一括委託方式を採用していた平成
７年度及び平成８年度についても，京都府職員労働組合から土木事務所等用地課関
係の増員要求はそれぞれ２０人と１５人であったのに対し，予定価格が２５０万円
を超える登記測量業務等について一括委託方式を廃止した後である平成９年度以降
の上記増員要求は，１５人前後にとどまっており，かえって増員の必要性が減じた



ということもうかがわれることに照らせば，参加人提出の報告書等（丙４４，丙８
７，丙９７）は直ちに信用することができず，被告らの上記主張は採用することが
できない。
３　実際には実施されなかった作業工程分
（１）　証拠（甲２～６，甲８，丙１，丙１５～４０，丙４４～４６。枝番をいず
れも含む。）及び弁論の全趣旨によれば，宮津土木事務所の契約分の原判決別表
（３）及び（４）の各業務で原告らが実際には実施されなかった作業工程分である
と主張するもののうち，一部には，確かにその作業工程としては実施されなかった
と認められるもの，又は少なくとも委託料の算定の基礎とする程度には実施されな
かったと評価せざるを得ないものも存在することが認められ，上記各業務は，原告
らが宮津土木事務所に係る業務を任意に抽出したもので，府全体の本件各委託契約
による登記測量業務等についても，同様に実際には実施されなかった作業工程分が
存在する可能性があることがうかがわれる。そうすると，それらの作業工程分につ
いては，そのすべてを実施されたものとして委託料の単価を算定し，これに基づき
委託金額が確定したのであるから，その分の委託料の支出は，本来は不要であった
可能性がある。
（２）　しかしながら，前記認定のとおり，委託予定単価のうち測量業務単価につ
いては，府が作成した「業務委託費設計単価資料」及び「業務委託費の積算基準及
び標準歩掛表」による積算額に更に０．９を乗じて算定されており，また，証拠
（丙８３，丙８６）及び弁論の全趣旨によれば，予定価格が２５０万円を超えるも
のについて指名競争入札の方法が導入された平成９年度及び平成１３年度の宮津土
木事務所に係る用地測量入札の落札率は，平成９年度の平均値が設計金額の９６．
１パーセント，平成１３年度のそれが９３．９パーセントとの報告例があることが
認められる（なお，原告らは，平成９年度及び平成１３年度は設計金額の算出方法
が異なるから比較対象にはなり得ないと主張するが，設計金額の算出方法が変更さ
れたことを認めるに足りる証拠はない。）。これらの点や，前記前提事実のとおり
認められる原判決別表（１）の本件土木事務所等の各業務の件数，本件３団体に支
払われた各委託料の額等に照らすと，本件各証拠によっても，原告ら主張のように
府の損害の発生を推認することはできないというべきであり，既に判示したとおり
の前記２の損害分に加えて，さらに，原告らが主張する各作業工程分を実施しなか
ったことによる損害が生じたものとは認められない。
（３）　また，被告Ａの過失は，前記のとおり，本件土木事務所等の長が，測量業
務等について一括委託方式を採用した上で，用測協との間で随意契約の方法により
委託契約を締結したことについて阻止責任を果たさなかったというものである。被
告Ａは，府知事として，府の登記測量業務等の委託の方法などについての概要を把
握し，財務会計上の違法な行為がされないように注意すべき義務を負うとしても，
個別的，具体的な登記測量業務等の中で実際には実施されなかった作業工程が存在
するか否かを把握し，是正を図るべき注意義務までを負担するとは認めるに足りな
い。
　してみると，一部の作業工程が実際には実施されなかったことにより府が何らか
の損害を受けたとしても，被告Ａの前記過失と上記損害との間に相当因果関係があ
るとは認められないから，上記損害について被告Ａに賠償を命じることはできな
い。
４　以上によれば，府が被った損害額は，前記２の２４３６万９９９８円であると
認められる。
六　その他，原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照らし，
原審及び当審で提出，援用された全証拠を改めて精査しても，当審の認定，判断を
覆すほどのものはない。
第四　結論
　以上によれば，原告らの請求のうち，被告Ａに対して平成７年度の登記測量業務
等委託契約に基づく公金支出に係る損害賠償を求める部分は不適法な訴えであるか
らこれを却下すべきであり，平成８年度の登記測量業務等委託契約に基づく公金支
出に係る損害賠償を求める部分は，２４３６万９９９８円及びこれに対する訴状送
達の日の翌日である平成９年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余を棄却すべき
であるから，これと異なる原判決を変更する。
　よって，主文のとおり判決する。
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